
 令和７年第 12回教育委員会会議 報告事項（１） 

    

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（沖縄県教育委員会 

職員服務規程の一部を改正する訓令） 

 

総務課  

 

 沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令について、教育委員会

会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和７年 10 月１日に沖縄県教

育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第７条第１項に

基づき、教育長による臨時代理により改正したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 

１ 件名 

  沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令 

 

２ 改正の経緯及び必要性 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、育児部分休業制度

が拡充されたことに伴い、育児部分休業の承認に係る規定を整備する等の必要

があるため、令和７年第４回沖縄県議会（６月定例会）において、沖縄県職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例が可決され、10 月１日から施

行されることとなった。これに伴い、育児部分休業の請求等に係る手続き及び

関連する様式を改める必要がある。 

  また、厚生労働省が定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関するガイドライン」に沿って、職員の始業及び終業時刻を確認し、

記録する必要があるため、出勤簿の様式を改める必要がある。 

 

３ 改正の概要 

 ⑴ 育児部分休業の請求等に係る手続きを改める。（第 16 条の８関係） 

 ⑵ 職員の始業及び終業時刻を確認、記録できるよう出勤簿の様式を改める。

（第４号様式関係） 

 ⑶ 育児部分休業の請求等に係る手続きに関する様式を改める。（第 24 号様式

の３及び第 24 号様式の４関係） 

 ⑷ この訓令は、令和７年 10 月１日から施行する。（附則） 

 

４ 施行年月日 

  施行年月日  令和７年 10 月１日 




































